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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和3年4月30日(2021.4.30)

【公開番号】特開2019-181778(P2019-181778A)
【公開日】令和1年10月24日(2019.10.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-043
【出願番号】特願2018-74543(P2018-74543)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ  29/13     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ   29/13     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    1/00     ５１９　
   Ｈ０４Ｎ    1/00     ３５０　
   Ｂ４１Ｊ   29/42     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和3年3月11日(2021.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体に記録を行う記録部と、
　前記記録部を内部に備える筐体と、
　前記筐体に対して変位可能であり、第１状態と、当該第１状態より前記筐体から離間す
る第２状態と、を切り替え可能な変位部材と、
　装置の状態を光で表示する表示手段と、を備え、
　前記表示手段は、
　　前記筐体に設けられる光源と、
　　前記筐体に設けられる発光部であって、前記光源から発せられた光で前記筐体の外側
に向けて発光する第１発光面と、前記光源から発せられた光を前記第１発光面まで導く第
１導光部と、を有する第１発光部と、を備え、
　　前記変位部材に設けられる発光部であって、前記第１発光面から発せられた光で前記
筐体の外側に向けて発光する第２発光面と、前記変位部材が前記第１状態の場合に、前記
第１発光面から発せられた光を前記第２発光面まで導く第２導光部と、を有する第２発光
部を備える、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、
　前記変位部材は、前記筐体に接触して装置内部にアクセス不可能にする、前記第１状態
としての閉状態と、前記筐体から離間して前記装置内部にアクセス可能にする、前記第２
状態としての開状態と、を回動することにより切り替え可能な開閉カバーである、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の記録装置において、
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　前記第１発光面は、前記変位部材を前記第１状態にした場合に視認不可能に配置されて
いる、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の記録装置において、
　前記開閉カバーは、前記筐体の下部に回動軸を有して前記筐体の前面を開閉するカバー
であり、
　前記第１発光部は、前記開閉カバーの前記開状態において、前記第１発光面が前記筐体
の前面に露呈し、
　前記第２発光部は、前記開閉カバーの前記閉状態において、前記第２発光面が前記開閉
カバーの上面側に亘って露呈するように配置される、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の記録装置において、
　前記第１発光面と、前記第２導光部が前記第１発光面からの光を受ける受光面と、の間
に空間が設けられる、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の記録装置において、
　前記受光面は、前記第１発光面に対して傾斜して配置されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の記録装置において、
　前記第１発光面と、前記第２導光部が前記第１発光面からの光を受ける受光面と、が接
触している、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の記録装置において、
　前記第１発光部は、光拡散材を含有しない光透過性材料で形成され、
　前記第２発光部は、前記光拡散材を含有する光透過性材料で形成されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　媒体に所定の処理を行う処理部と、
　前記処理部を内部に有する筐体と、
　前記筐体に対して変位可能であり、第１状態と、当該第１状態より前記筐体から離間す
る第２状態と、を切り替え可能な変位部材と、
　装置の状態を光で表示する表示手段と、を備え、
　前記表示手段は、
　　前記筐体に、光源と、
　　前記光源から発せられた光で前記筐体の外側に向けて発光する第１発光面と、前記光
源から発せられた光を前記第１発光面まで導く第１導光部と、を有する第１発光部と、を
備え、
　　前記変位部材に、前記第１発光面から発せられた光で前記筐体の外側に向けて発光す
る第２発光面と、前記変位部材が前記第１状態の場合に、前記第１発光面から発せられた
光を前記第２発光面まで導く第２導光部と、を有する第２発光部を備える、
ことを特徴とする媒体処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２８】
　筐体２の上部には第１排紙トレイ７が設けられている。本実施形態において、第１排紙
トレイ７は、筐体２内から排出されてきた記録後の媒体を傾斜姿勢で受けるように構成さ
れている。　
　また、筐体２の上部において、符号２２は、図２に示す背面側給送部２１を開閉する給
送部カバー２２である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
 より具体的には、表示手段３０は、筐体２に、光源３１と、光源３１から発せられた光
で筐体２の外側に向けて発光する第１発光面３５と、光源３１から発せられた光を第１発
光面３５まで導く第１導光部３４と、を備え、開閉カバー４（変位部材）に、第１発光面
３５から発せられた光で筐体２の外側に向けて発光する第２発光面３９と、開閉カバー４
（変位部材）が閉状態（第１状態）の場合に、第１発光面３５から発せられた光を第２発
光面３９まで導く第２導光部３８と、を有している。第２発光部３６は、第２導光部３８
と、第１発光面３５からの光を受ける受光面としての第２受光面３７とを備える。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　表示手段３０がこのように構成されていると、開閉カバー４が閉状態（第１状態）の場
合には、光源３１から発せられた光が第１受光面３３から第１導光部３４に入り、第１導
光部３４に導かれて第１受光面３３（第１発光部３２）が発光し、更に、第１発光面３５
から発せられた光が第２受光面３７から第２導光部３８に入り、第２導光部３８に導かれ
て第２発光面３９（第２発光部３６）が発光する。したがって、開閉カバー４が閉状態の
場合には、表示手段３０は、第２発光部３６の第２発光面３９の発光によってプリンター
１の状態を表示する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　一方、開閉カバー４を開いて開状態（第２状態）にすると、第２発光部３６の第２受光
面３７が、閉状態の場合よりも第１発光部３２の第１発光面３５から離れる。第２受光面
３７が第１発光面３５から離れると、第１発光面３５からの発光は外部に拡散し、第１発
光面３５の発光が第２導光部３８に入り難くなる。第２受光面３７が第１発光面３５から
所定距離以上離れると、第２発光面３９を光らせることができる強さの光が第２導光部３
８に入らなくなる。したがって、開閉カバー４を開くと第２発光面３９の発光は抑制され
、開閉カバー４が所定以上開くと第２発光面３９は発光しなくなる。　
　しかし、第２発光部３６の第２発光面３９が発光しなくても、筐体２側に設けられてい
る第１発光部３２の第１発光面３５は発光しているので、表示手段３０は、第１発光部３
２の第１発光面３５の発光によってプリンター１の状態を表示することができる。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　光拡散材は、光透過性材料に添加されて光拡散機能を有する物質であればよく、例えば
、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化チタン、炭酸カルシウム等の無機系粒子を用いる
ことができる。また、シリコーン樹脂、アクリル樹脂等の有機系粒子を用いることが
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　このことにより、発光する第１発光面３５から光を効果的に第２導光部３８Ａに導いて
、第２発光面３９Ａを良好に発光させることができる。また、図６に示すような空間４０
を設けないので、第１発光部３２と第２発光部３６Ａとを省スペースで配置することがで
きる。
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